
 仕事と子育ての両立に向けた行動計画 

令和 8年 3月 27日 

オ－クランドホ－ム株式会社 

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮で

きるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和 8年 4月 1日～ 令和 10年 3月 31日までの 2年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

  ●   ８年 ４月～ 育児目的休暇としての小学校三年生までの子を持つ社員に対

し「子の学校行事のための休暇（子一人につき 1 日）」（有給）

を小学校就学中に検討 

  ●   9年 ４月～ 制度導入、周知 

 

 

＜対策＞ 

＜対策＞ 

●   ８年 ４月～ 生産性向上委員会設置 

             職場環境の整備・業務の明確化と役割分担・手順書の見直し等

の取組を継続的に実施 

  

 

 

 

＜対策＞ 

  ●   8年 4月～ 制度導入への検討 

  ●   9年 4月～ 制度導入、周知 

 

目標１：計画期間内に、男性の育児休業及び、育児目的休暇の取得を 1 名以上とす

る。 

目標２：全社員の時間外・休日労働時間の平均を各月 1０時間未満とする。 

目標３：小学校 3年生までの子を持つ社員を対象とする子の看護等休暇の対象を小

学就学中の子を持つ社員にまで拡大する。（有給） 


